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令和５年度 第２回神栖市行政委員連絡協議会会議録

日 時 令和５年９月２５日（月）

午後６時３０分～午後７時３８分

場 所 神栖市役所 ３階 ３０１会議室

■出席者

荒沼行政委員，大竹行政委員，石井行政委員，濱垣行政委員，

工藤行政委員，田谷行政委員，藤代行政委員，佐藤行政委員（行政委員８名）

猿田課長，海老室長，古徳主査，小川係長（事務局４名）

■会議内容

１ 開 会

２ あいさつ

３ 案 件

（１）地区活動事例集（案）について

事務局から地区活動事例集（案）の内容について説明し，質疑応答。

今年度の取り組みである地区活動事例集の作成において，各地区での意見を伺うため，

再度区長会を開催することが決定いたしました。また，次回協議会では区長会での意見を

取りまとめ，事例集の内容について協議することとしました。完成品については，令和６

年４月の区長説明会時に各地区へ配布する予定で進めていくことが決定いたしました。

【質疑・意見】

（地区活動事例集の作成スケジュールについて）

パターン①：次年度各地区の区長と内容を協議し，完成品については令和６年１０月

（区長後期説明会時）に配布

パターン②：今年度再度区長会を開催し，今年度の区長で内容を協議し，完成品については

令和６年４月（区長説明会時）に配布

委 員：地区活動事例集（案）の作成については，少しでも早く次年度の区長へ内容を

見せたいので，パターン②で進めてほしい。パターン①の方がよりよい内容に

なるかもしれないが，今の区長で協議し進めた方がよいと考える。

委 員：パターン①だと年度が変わり行政委員も変わってしまうため，作成をしていく

のはパターン②の方がよい。

委 員：完成品の配布については，どちらのパターンでも翌年度に配布する予定。

今意見が出たのはパターン②で少しでも早く配布したいとのことであったが

今の状態だとあくまで（案）でたたきの状態。この状態でも各地区に見ても

らった方がよいということですか。
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委 員：次年度の準備をしていく中で，この事例集を配布してもらえれば引き継ぎも

円滑にできる。

事 務 局：パターン②で進めるスケジュールとしましては，１０月の区長後期説明会時に

この事例集（案）を各地区へ配布し，１２月頃までに各地区から意見をいた

だいたものを事務局で取りまとめ，翌年の行政委員連絡協議会で内容を決定し，

翌年度４月の区長説明会時に（案）を取った形で各地区へ事例集を配布した

いと考えております。

委 員：全く引き継ぎがない地区については，現在の事例集（案）を少しでも早く配

るメリットは感じる。しかし，もう少し内容を詰め，協議を重ねていくのも

重要であると考える。翌年度の区長さんにも見てもらい，ある程度完成した

形で配布ができるパターン①の方がよいと考える。

委 員：パターン②の方がよいと考える。なるべく早く各地区へ配布し，様々な意見

を聞いた方がよい。

委 員：事務局で既に完成版に近いものを作成していただいているため，あとは各地

区へ少しでも早く配った方がよい。年度が変わる前に今の区長で協議をした

方がよいため，パターン②でよいと考える。

委 員：輪番制で区長になっているため，業務がよくわからない中進めている。この

内容を少しでも早く次期区長に示したいため，パターン②で進めてほしい。

委 員：パターン②の方がよいと考える。手探り状態で区長業務を行っているため，

なるべく早く配布してほしい。

委 員：新たに区長となる方には，この事例集があれば引き継ぎも円滑に行える。内容

については更新していけばよいため，早めに配布していただくパターン②の

方がよい。

委 員：パターン②の方が意見が多いため，少しでも早く作成する形で事務局にお願

いしたい。それでは，次にパターン②で進めるにあたり，各地区での区長会

開催の有無について協議します。

事 務 局：１０月の区長後期説明会では，時間の都合上，本日のような詳細な説明はで

きません。もし各地区で区長会を開催していただける場合は，本日のような

詳細な説明を行いますので，市民協働課も出席いたします。

委 員：詳細な説明をいただきたいので区長会を開催して進めた方がよい。

委 員：区長会を開催し，そこで意見をもらった方がよい。

事 務 局：開催していただける場合，１１月中を目途にお願いいたします。

委 員：今後の流れについては，まず１０月の区長後期説明会時に事例集（案）を

配布し，各地区での区長会開催時に意見を伺う。区長会開催にあたっては，

事務局で意見を集約する都合上，１１月の開催とさせていただく形とします。
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（地区活動事例集（案）の内容ついて）

委 員：Ｐ８の区長業務マニュアルで「６月」に実施予定の野犬等実態調査票は

野犬を見つけた場合のみ提出でよいのでは。文言の修正をお願いしたい。

事 務 局：修正いたします。

委 員：Ｐ９に記載の「区が行う業務」の中に集積所の管理とあるが，班が減って

しまい，現在管理はしていない。

委 員：「区が行うもの」という記載であるため誤解を招く。「区が行っているもの」

という文言にしてはどうか。

事 務 局：修正いたします。また参考例とわかるように表記いたします。

４ その他

＜今後のスケジュールについて＞

第３回協議会開催は，１月下旬もしくは２月上旬頃を予定しております。詳細につきまして

は，後日通知します。

＜協議会の公開について＞

会議の結果はホームページで公開することとなり，会議録の概要を掲載します。

５ 閉会

― 午後７時３８分終了 ―


